
次世代育成支援対策推進法に基づく 一般事業主行動計画 

（産休・育休推進行動計画）  

 

　社員の働き方を見直し、子育てに関わりながら仕事面での力も発揮できるような働きやすい環境に 

するため、次のような行動計画を策定する。 

 

１．計画期間　令和 7 年 4 月 1 日～令和 12 年 3 月 31 日までの 5 年間 

２．内容 
 

 
 

 
＜対策＞ 

●令和 7 年 4 月～ 社内での現状を調査  

●令和 7 年 8 月～ 制度や取り組みについての資料をまとめる  

●令和 8 年 4 月～ 従業員向けに周知 
​  
 
 
 
 
＜対策＞ 
●令和 7 年 4 月～ 社内での現状を調査 

●令和 7 年 10 月～ ツール導入検討および管理者の従業員管理方法について検討  

●令和 8 年 4 月～ 従業員向けに導入、周知 

 

 

 

 

 

＜対策＞ 

・令和　7年　6月～　男性育児休暇制度の情報収集・促進活動の内容検討​

・令和　7年　8月～　管理職向け意識改革研修の実施​

・令和　7年　10月～　男性育児休暇取得促進資料の作成 

・令和  7年　12月～　全従業員への制度周知・啓発活動実施 


